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第１  上告 受 理申 立理 由 の 要旨  

上告 理 由書［ 第 二 分冊 ］ 第 ５ か ら 第 ７ で 述 べた と おり 、 本 件諸 規 定が 法

律 上 同 性 の カ ッ プ ル に 対 し 現 行 の 法 律 婚 制 度 の 利 用 を 認 め て い な い こ と

は 、 憲法 ２ ４ 条 １ 項、 １ ４ 条 １ 項及 び２ ４ 条２ 項 に 違 反す る （ 以 下「 主 た

る 主 張 」 と い う 。 ） 。 さ ら に 、 上告 理由 書［ 第二 分 冊 ］ 第８ に おい て 述 べ

た よ う に 、 仮に 、 主た る 主張 が 全面 的に は 認め ら れ な い と し て も 、 現 行 の

法令 が 、 民 法 及び 戸籍 法 に お い て 法 律上異 性の カ ッ プ ル の 婚 姻に つ い て 規

律す る に と ど ま り 、法律 上 同性 の カ ッ プ ル に 対し 、本 件三 要素、す な わ ち 、

①家 族（ 配 偶者 ） と し て の 身 分関係 の 形 成、 ② そ の 法 的身 分 関係 に 応じ た

ふさ わ し い 法 的効 果（ 権 利 義務 ) の 集 合的 付 与 、 ③ 当 該法 的身 分 関係 の 国の

制 度 に よ る 公 証 を 中 核 的 要 素 と す る 家 族 制 度 の 利 用 を 認 め る 根 拠 規 定 を

有し て い な い こ と は 、憲 法 １ ４ 条 １ 項 及び ２ ４ 条 ２ 項に 違反 す る（ 以 下「 従

た る 主 張 」 と い う 。 ） 。  

そ し て 、 主た る 主 張及 び 従た る 主張 係る 憲 法違 反（ 総 称し て 「 本 件 憲 法

違 反 」 と い う 。 ） は 、 ① ２ ０ ０ ８ 年 、 ② ２ ０ １ ９ 年 、 ③ ２ ０ ２ ３ 年 ６ 月 、

④ ２ ０ ２ ３ 年 ６ 月 以 降 本 件 の 口 頭 弁 論 終 結 日 1ま で の 一 定 の 時 点 の い ず れ

か の 時 点に お い て 、 国 会に と っ て 明 白で あ っ た 。 そ れ に も か か わ ら ず、 正

当な 理 由な く 長期 間に わ た っ て 、 本 件憲法 違反 を 是正 する た め に 必 要な 立

法措 置 を 講 じ る こ と を 国 会は 怠 っ た（ 以下「 本 件 立 法 不 作 為 」 と い う 。 ） 。  

こ の た め 、 本 件 立 法不 作 為は 国家賠 償法 １ 条１ 項 の 適 用上 違 法と 評 価さ

れ 、 原 審は 相 手方 に 対 し 損害 の 賠償 を 命じ る 判 決 を 下 さ な け れ ば な ら な か

っ た に も か か わ ら ず、 原 判決は 申立 人ら の 請求 を 棄却 し た 。  

 

1  ２ ０ ２ ５ 年５ 月２ ０ 日 で あ る 。  

【有償配布 や Web(ホームページ, ブログ, facebook 等)へのアップロード・転載はお止めください】
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原 判 決 に は 国 家 賠 償 法 １ 条 １ 項 の 本 件 に お け る あ て は め に お い て 看 過

で き な い 重 大 な 誤 り が 存 在し 、 原判 決に は 法令 の 解釈 に 関 す る 重 要 な 事 項

を 含 む も の と 認め ら れ る （ 民事 訴訟 法３ １ ８ 条 １ 項） 。  

 

第２  立法 不 作為 の 国 家 賠償法 上の 違法 性 の 判 断 基準  

１  立 法不 作 為の 国家 賠 償法上 の 違 法性 が 認め ら れ る た め の 要件  

判例 上 、 Ⓐ法 律 の 規定 が 憲法 上保障 さ れ 又 は 保 護 さ れ て い る 権利 利 益を

合 理 的 な 理 由 な く 制 約 す る も の と し て 憲 法 の 規 定 に 違 反 す る も の で あ る

こ と が 明白 で あ る に も か か わ ら ず（ Ⓐ違 憲 の 明 白 性） 、 Ⓑ 国会 が 正当 な 理

由な く 長期 に わ た っ て そ の 改廃 等の 立法 措 置を 怠 る 場 合（ Ⓑ 長期 間 の 懈 怠 ）

に は 、 国会 の 立法 不作 為 は 国 家賠償 法１ 条 １ 項 の 適用 上、 違 法の 評 価を 受

け る と さ れ て い る 。  

 

２  Ⓐ 違憲 の 明白 性の 解 釈 

( 1)  国 会 に と っ て 何が 明 白で あ る 必 要が あ る か  

本件 関 連訴 訟 の い く つ か の 高 裁 判決（ 甲 Ａ ８ ３ ５ ほ か ） は 、 Ⓐ 違憲 の 明

白性 の 要件 が 満た さ れ な い 理由 と し て 、 本 件関 連 訴訟 の 各 地 裁判 決 に お け

る 判 断 が 憲 法 の ど の 条 文 に 違反 する か 、 違 憲か 違 憲状 態か と い っ た 点で 統

一さ れ て い な い こ と を 挙 げ る 。  

し か し 、 過 去 の 判 例に お い て 、 国会に と っ て 明 白 で あ る 必 要 が あ る の は

“ 憲 法 上保 障・ 保 護さ れ て い る 権利 利益が 合理 的 な 理 由な く 制約 さ れ て い

る こ と ” や “ 憲法 上保 障・ 保 護 さ れ て い る 権利 利 益の 行使 の 機会 を 確保 す

る た め の 何 ら か の 立 法 措 置 を と る こ と が 必 要 不 可 欠 で あ る こ と ” で あ り 、

【有償配布 や Web(ホームページ, ブログ, facebook 等)へのアップロード・転載はお止めください】
【リンクはご自由にお貼りください】
東京二次訴訟上告審提出の書面です。



5 

 

判例 上 、 憲 法 の ど の 条 文 に 違 反する の か 、 そ れ が 違憲 な の か 違憲 状 態な の

か と い っ た 点 ま で 統 一 的 な 判 断 が な さ れ て い る こ と は 要 求 さ れ て い な い 。 

本件 で は 、 法 律上 同性 の カ ッ プ ル が 婚姻 で き ず 、 家族 と し て の 法 的 保障

が 何 ら な い 状 態に 置か れ て い る こ と に よ り 、 少 な く と も 憲 法 上保 護 さ れ る

個 人 の 人 格 的 存 在 と 結 び つ い た 重 要 な 法 的 利 益 が 侵 害 さ れ て い る こ と は 、

本件 関 連訴 訟 の 各 判決 が 一致し て 認 め る と おり で あ る 。  

過去 の 判例 に 沿え ば、 “ 憲 法上 保護 さ れ て い る 個 人の 人格 的 存在 と 結び

つい た 重要 な 法的 利益 が 合理的 な 理 由な く 制約 さ れ て い る こ と ” や“ 上 記

重 要 な 法 的 利 益 が 合 理 的 理 由 な く 制 約 さ れ て い る と い う 状 況 を 是 正 す る

た め に 一定 の 立法 措置 を と る こ と が 必要 不 可欠 で あ る こ と ” が 国 会 に と っ

て 明 白 で あ れ ば、 本件 に おい て Ⓐ違 憲の 明 白性 の 要件 が 満 た さ れ る と 判 断

すべ き で あ る 。  

 

( 2)  先 行 する 最 高 裁の 判 断の 要 否  

東京 高 裁判 決（ 一 次 ） （ 甲Ａ ７ １ ０ ） な ど の 高裁 判 決 は 、 Ⓐ 違 憲の 明白

性の 要 件が 満 た さ れ な い 理由と し て 、 最高 裁の 判 断が 未だ 示 さ れ て い な い

こ と を 挙げ る 。 し か し 、 先行 す る 最 高裁の 判断 が な い 事例 に おい て 最高 裁

が 違 憲 の 明 白 性の 要件 が 充足さ れ る こ と を 認め た 事例 は 複 数 あ り 2、違 憲 の

明 白 性 の 要 件 の 判 断 に 当 た っ て 先 行 す る 最 高 裁 の 判 断 が な い こ と は 明 白

性 を 否 定 す る 理 由 に は な ら な い の が 、 判 例 の 正 し い 解 釈 で あ る 。 よ っ て 、

東京 高 裁判 決（ 一 次 ） （ 甲 Ａ ７ １ ０ ） な ど の 関連 訴訟 高裁 判 決は 、 違憲 の

明白 性 の 要 件 に 関 し て 、 こ れ ま で の 判例 の 解釈 を 誤っ て い る 。  

 

 

2  最 大判 令和 ４ 年５ 月 ２ ５ 日民 集７ ６ 巻４ 号 ７ １ １ 頁 、 最 大判 令 和 ６ 年７ 月３ 日 民

集第 ７ ８ 巻 ３ 号３ ８ ２ 頁 

【有償配布 や Web(ホームページ, ブログ, facebook 等)へのアップロード・転載はお止めください】
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３  Ⓑ 長期 間 の 懈 怠の 要 件の 解 釈  

Ⓑ長 期 間の 立 法義 務の 懈怠の 要 件は 、 判 例 上 、 国 会 が 正当 な 理由 な く 長

期 に わたって憲 法 違 反 を 是 正 す る た め に 必 要 と な る 立 法 措 置 を 怠 る 場 合 を

い う と さ れ て い る が 、 こ れ は 、 文字 通り 「 長」 期 間の 懈怠 を 要求 し て い る

わ け で は な い 。  

Ⓑ長 期 間の 立 法義 務の 懈怠の 要 件に おい て 「 正 当 な 理 由」 が 要求 さ れ て

い る こ と か ら すれ ば、 ど の 程度 の 期 間が 「 長期 間 」 と 評価 さ れ る か は 、 合

理的 な 理由 な く 制 約さ れ て い る 憲法 上の 権 利・ 利益 の 性質・ 重 大 性、 救 済

の 緊 急 性、 法 改正 を す る こ と の 技術 的な 容 易性 、 法改 正を 困 難に す る よ う

な 特 別 な 事 情 の 存 在、 既 に ど の 程度 の 準 備 期間 が あ っ た の か 、 ど れ だ け 建

設 的 か つ 実 質 的 な 議 論 を 国 会 が 続 け て き た か と い っ た 諸 事 情 を 考 慮 し た

う え で 、 必 要 か つ 合理 的 な 期 間 を 超 え て い る か 否 か に よ り 決 定さ れ る べ き

で あ る 。 そ し て 、 各事 情 を 考 慮し 、 違憲 状 態を こ れ 以 上放 置 する こ と は 許

さ れ な い と 評 価さ れ る の で あ れ ば、 そ れ が た と え １ 年 と い う 期間 で あ っ て

も 「 長期 間 の 懈 怠 」 と 評価 さ れ る べ き で あ り 、 こ の よ う な 解 釈は 過 去の 判

例 3と も 整合 す る 。  

 

第３  Ⓐ違 憲 の 明 白性 要 件の 充 足と そ の 時 期  

国 会 に と っ て 本 件 憲 法 違 反 が 明 白 と な っ た と 認 め ら れ る 時 点 は 以 下 の

と お り 複数 考 え ら れ る 。  

１  ２ ０ ０ ８ 年  

１ ９ ９ ７ 年 の 府 中 青 年 の 家 事 件 東 京 高 裁 判 決 か ら ２ ０ ０ ８ 年 １ ２ 月 の

「 性 的 指向 お よ び 性自 認 に 関す る 宣 言」 に 至る ま で の 間に 、 国内 的 に も 国

 

3  最 大判 令和 ６ 年７ 月 ３ 日 民集 第７ ８ 巻３ 号 ３ ８ ２ 頁  

【有償配布 や Web(ホームページ, ブログ, facebook 等)へのアップロード・転載はお止めください】
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際的 に も 多 様 な 性 的指 向 及び性 自認 の 尊 重 、 そ れ に 関 わ る 制 約や 差 別が 許

さ れ な い と の 規範 が 共 有 さ れ 、 か つ 、 日本 も そ の よ う な 規 範 を 認 識 し て い

る こ と を 前 提 と し た 行 動 を と っ た 。 こ れ ら は 当 然 国会 が 知 り う る 事 項で あ

り 、 国 会 は 、 遅 く と も ２ ０ ０ ８ 年ま で に 、 国 内法 上も 、 国際 法 上も 、 性 的

指 向 及 び 性 自 認 に 基 づ く 権 利 利 益 の 制 約 や 差 別 が 許 さ れ な い こ と を 明 確

に 認 識 し て い た 。  

憲法 自 身が 、 個 人 が 自 律 的な 生を 全 う す る に は 婚 姻制 度が 必 要不 可 欠で

あ る と 捉え て おり 、 実 際 に ２ ０ ０ ０ 年に は 法律 上 同性 の カ ッ プ ル の 婚姻 を

認め る 国が 登 場し 、 ２ ０ ０ ８ 年 ま で に ５ か 国が 同 制度 を 導 入 し て い た こ と

（ 甲 Ａ ４ ４ ７ ） 、 登録 パ ート ナ ーシ ッ プ 制 度な ど を 導 入す る 国も 少 な く と

も １ １ か 国 に 上っ て い た こ と （ 甲Ａ １ ０ ３ 、 甲 Ａ ５ ７ ０ 、 甲 Ａ ５ ７ １ 、 甲

Ａ ５ ７ ２ ） （ 明白 性を 基 礎づ け る 事 実② ） な ど を も 併 せ考 え れ ば 、 ２ ０ ０

８ 年 に は 、 国 会 に と っ て 本 件 憲 法 違 反 は 明 白 で あ っ た と い う べ き で あ る 。 

 

２  ２ ０ １ ９ 年６ 月  

２ ０ ０ ８ 年 以 降、 国内 外 に おい て 、 法律 上 同性 の カ ッ プ ル を め ぐ る 状況

は さ ら に 変 化 ・ 進 展の 一 途を た ど っ た 。  

２ ０ １ １ 年 ６ 月、第 １ ７ 回 人権 理 事会 で「 人権、性 的指 向 およ び 性自 認 」

と 題 す る 決 議（ Ａ /Ｈ Ｒ Ｃ /Ｒ Ｅ Ｓ /１ ７ /１ ９ ） が 採 択さ れ 、 日本 は 賛成 票

を 投 じ た 。 ２ ０ １ ５ 年 ６ 月、 ア メ リ カ 連邦 最高 裁 判所 が 同 性 間の 婚 姻を 禁

ずる 州 法等 は 合衆 国憲 法 に 違反 する 旨の 判 決を 下 し 、 ２ ０ １ ７ 年 ５ 月、 台

湾に お い て も 、 法 律上 同 性の カ ッ プ ル に 婚 姻を 認 め な い 民 法 の 規 定 が 憲 法

に 違 反 する 旨 の 解 釈が 示 さ れ た 。 ２ ０ １ ７ 年１ ０ 月、 ド イ ツ に お い て 、 法

改正 が な さ れ 、 法 律上 同 性の カ ッ プ ル も 婚 姻で き る よ う に な っ た 。 ２ ０ １

７ 年 １ ２ 月 末 の 時 点で 、 ２ ５ か 国で 法律上 同性 の カ ッ プ ル に 婚姻 が 認め ら
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れ 、 Ｇ ７ 構 成 国の う ち 、 法律 上 同性 の カ ッ プ ル に 対し 婚姻 も 婚姻 と 同等 の

登録 パ ート ナ ーシ ッ プ 制 度も 認 め な い 国 は 、 日 本 の み と な っ た 。 ２ ０ １ ７

年１ １ 月の 第 ３ 回 普遍 的 定期審 査（ Ｕ Ｐ Ｒ ） で は 、 ス イ ス と カ ナ ダ の ２ か

国が 日 本に 対 し 、 国レ ベ ル で 法 律上 同性の カ ッ プ ル の 婚姻 を 承認 す る こ と

を 明 示 的に 勧 告し た 。  

日本 国 内に お い て も 、 ２ ０ １ ５ 年に 渋谷 区・ 世 田 谷区 に お い て 法 律 上同

性の カ ッ プ ル の パ ート ナ ーシ ッ プ 制 度が 開 始さ れ 、 同 様の 制 度の 導 入は 全

国の 地 方自 治 体に も 波 及 し て い っ た 。 日本 学術 会 議や 全国 の ２ ０ の 指定 都

市の 市 長に よ る 指 定都 市 市長会 な ど か ら も 、 法 律 上同 性の カ ッ プ ル の パ ー

ト ナ ー シ ッ プ を 公 的に 保 障する 必要 性が 国 内社 会 に お い て 表 明さ れ た 。 ２

０ １ ８ 年１ ０ 月に は 、 東 京都 が 自身 の 里親 の 認 定 基準 を 見 直 し た こ と に よ

り 、 児 童相 談 所が あ る ６ ９ の 自治体 の す べ て に お い て 、 法 律 上同 性 の カ ッ

プ ル も 養育 里 親と し て の 認定を 受け ら れ る こ と と な っ た 。 さ ら に 、 ２ ０ １

９ 年 ２ 月に は 本件 関連 訴 訟が 提 起さ れ た 。  

国会 に おい て も 、 ２ ０ １ ５ 年 ２ 月に 渋谷 区 が 日 本 で 初 め て 法 律上 同 性の

カ ッ プ ル を 対 象 に パ ー ト ナ ー シ ッ プ 制 度 を 開 始 す る こ と を 決 め た こ と を

受け て 、 い わ ゆ る 同性 婚 の 法 制 化が 性的少 数者 の 人権 に か か わ る 問 題で あ

る と 認 識さ れ る よ う に な っ た 。 ２ ０ １ ９ 年 ２ 月 １ ４ 日 の 本 件 関連 訴 訟の 提

訴を 受 け て 、 立憲 民主 党 な ど 複 数の 国会議 員か ら い わ ゆ る 同 性婚 の 法制 化

は 憲 法 の 要 請 だ と の 趣 旨 の 意見 が 国 会で 表 明さ れ た 。 同年 ６ 月に は 法律 上

同性 の カ ッ プ ル の 婚姻 を 可能と する た め 、 ２ ０ １ ９ 年 婚姻 平 等法 案 が 野 党

か ら 国 会に 提 出さ れ た 。 こ れ は 、 同 性婚 の 法制 化 は 人 権の 問 題で あ り 、 憲

法 の 基 本 原 理 で あ る 「 個 人 の 尊 重 」 （ 憲 法 １ ３ 条 ） 及 び 「 法 の 下 の 平 等 」

（ 憲 法 １ ４ 条 ） の 観点 か ら 要 請さ れ る と の 認識 が 前提 と さ れ て い る 。 上 記

法案 の 提出 に よ り 、 遅 く と も ２ ０ １ ９ 年 ６ 月に は 、 い わ ゆ る 同性 婚 の 法 制
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化は 人 権の 問 題で あ る と の 認識 が 立 憲民 主 党、 日 本共 産党 、 社民 党 所属 の

議員 に は 共 有 さ れ る に 至 っ た 。  

以上 の よ う な 状況 を 踏 ま え れ ば 、 ２ ０ １ ９ 年婚 姻 平等 法案 が 野党 か ら 提

出さ れ た 時 点 、 す な わ ち ２ ０ １ ９ 年 ６ 月 の 時点 で も 、 国会 に と っ て 本件 憲

法違 反 は 明 白 で あ っ た と い う べ き で あ る 。  

 

３  ２ ０ ２ ３ 年６ 月  

２ ０ ２ １ 年 ３ 月に は 、 司 法府の 一角 で あ る 札幌 地 方裁 判所 が 、 民 法 及び

戸 籍 法 の 婚 姻 に 関 す る 諸 規 定 に つ い て 憲 法 １ ４ 条 に 違 反 す る 旨 の 判 断 を

示し 、 民法 及 び戸 籍法 の 婚姻 に 関す る 諸規 定が 違 憲で あ る と の 評 価 が 下 さ

れ た 。 ２ ０ ２ ２ 年 １ １ 月 、 ２ ０ ２ ３ 年５ 月 、 同 年 ６ 月 に は 、 東京 地 方裁 判

所、 名古 屋 地方 裁 判所 、 福 岡 地方裁 判所 で も 判 決 が 下 さ れ 、 法 律 上同 性 の

カ ッ プ ル が 利 用可 能な 婚 姻制度 も 家 族と な る 制 度 も な い 状 況 は 、 憲 法２ ４

条 ２ 項 や 憲 法 １ ４ 条 １ 項 に 違 反 な い し は 違 反 す る 状 態 で あ る と の 判 断 が

示さ れ た 。 国 会 で は 、 上記 札 幌地 裁 判決 が 出 て 以降 、 立 憲民 主党 、 社 民党 、

共産 党 の 議 員 だ け で な く 、 当 時与党 で あ っ た 公 明 党、 そ の 他 の 野 党 の 日 本

の 維 新 の 会 な ど の 議員 か ら も 、 本件 関連訴 訟の 各 判決 で 指 摘 さ れ た 違憲 状

態を 是 正す る の は 国会 の 責務と い っ た 意 見 が 表 明 さ れ る よ う に な っ た 。  

２ ０ ２ ２ 年 １ １ 月 、 日 本も 批 准す る 自由 権 規約 に 基づ き 、 日本 は 、 自 由

権規 約 委員 会 か ら 、 法 律 上同 性 の カ ッ プ ル の 法 律 婚へ の ア ク セ ス を 認め る

よ う 明 示的 に 勧告 さ れ 、 国外 か ら も 、 明確 に 法 律 上同 性の カ ッ プ ル に 法 律

婚を 認 め て い な い 点に つ い て 、 自由 権規 約 に 違 反 する 旨を 指 摘さ れ た 。 ２

０ ２ ３ 年１ 月 か ら ２ 月 の 第４ 回 普遍 的定 期 審査（ Ｕ Ｐ Ｒ ） に お い て も 、 法

律上 同 性の カ ッ プ ル の 婚 姻を 承 認す る こ と 等に つ い て 勧告 を 受け た 。  
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２ ０ ２ ３ 年 ３ 月、 ２ ０ ２ ３ 年婚 姻平 等法 案 が 立 憲 民主 党・ 社 民党 と 日本

共産 党 か ら そ れ ぞ れ 提 出 さ れ た 。 こ れ ら の 法案 も 、 ２ ０ １ ９ 年婚 姻 平等 法

案と 同 様、 い わ ゆ る 同 性 婚の 法制化 は 人 権 の 問 題 で あ り 、 憲 法の 基 本原 理

で あ る 「 個人 の 尊 重 」 （ 憲 法１ ３ 条） 及 び「 法 の 下 の 平等 」 （ 憲 法 １ ４ 条 ）

の 観 点 か ら 要 請さ れ る と の 認識 を 前 提と し た も の で あ る 。  

２ ０ ２ ３ 年 ５ 月の Ｇ ７ 広島サ ミ ッ ト で は 「 あ ら ゆ る 人 々が 性 自認 、 性表

現あ る い は 性 的指 向に 関 係な く 、 暴 力や差 別を 受 け る こ と な く 生 き 生き と

し た 人 生を 享 受す る こ と が で き る 社 会を 実 現す る 」 旨 の 記 載 が な さ れ た Ｇ

７ 広 島 首脳 コ ミ ュ ニ ケ が 採択さ れ た 。 同年 ６ 月 に は い わ ゆ る Ｌ Ｇ Ｂ Ｔ 理 解

増進 法 が 制 定 さ れ 、 国 権の 最高機 関 た る 立 法府（ 憲 法 ４ １ 条） 自 身の 手 に

よ っ て 、 日 本 の 法 体系 上 、 性 的 指向 やジ ェ ン ダ ー ア イ デン テ ィ テ ィ に 基 づ

く 差 別 が 許 さ れ な い こ と 、 何 よ り も 、 性的 少数 者 が か け が え の な い 個人 と

し て 尊 重さ れ る こ と が よ り 明確 化さ れ た  。  

こ の よ う に 、 国 連 の 機 関 に よ る 勧告 や本 件 関連 訴 訟に 関す る 司法 判 断な

ど を 背 景に 、 い わ ゆ る 同 性婚 の 法制 化が 性 的少 数 者の 人権 に か か わ る 問 題

で あ る と 認 識 さ れ る と と も に 、 本件 関連訴 訟の 各 判決 で 指 摘 さ れ た 違憲 状

態 を 是 正 す る の は 国 会 の 責 務 で あ る と い う 認 識 が 国 会 議 員 に 広 く 浸 透 す

る に 至 っ た 。 こ れ ら の 事 情を 踏ま え る と 、 い わ ゆ る Ｌ Ｇ Ｂ Ｔ 理解 増 進法 が

制定 さ れ た ２ ０ ２ ３ 年 ６ 月の 時 点で も 、 国 会に と っ て 本件 憲 法違 反 は 明 白

で あ っ た と い う べ き で あ る 。  

 

４  ２ ０ ２ ３ 年６ 月以 降 本件の 口頭 弁論 終 結日 ま で の 一定 の 時点  

２ ０ ２ ３ 年 ６ 月以 降も 、 本 件憲 法違 反が 国 会に と っ て 明白 で あ る こ と を

基 礎 づ け る 事 実 が 断 続 的 に 生 じ 、 こ れ ら の 事 実 が 積 み 重 な る こ と に よ り 、

国会 に と っ て 本件 憲法 違 反の 明 白性 が よ り 増し て い る 。  
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ま ず 、 法 律 上同 性 の カ ッ プ ル に 婚姻 を 認 め る 国・ 地 域 は 、 本件 の 口頭 弁

論 終 結 日 現 在 、 ３ ９ に 上 る 。 そ の 範 囲 は 、 ヨ ー ロ ッ パ 、 北 米 、 ア フ リ カ 、

中南 米 、 オ セ ア ニ ア 、 ア ジ ア に も 広 が っ て おり 、 い わ ゆ る 「 同 性婚 」 の 法

制化 は 、 国 ・ 地域 を 超 え た 揺る ぎ な い 潮 流 と な っ て い る 。  

ま た 、 ２ ０ ２ ５ 年 ４ 月 １ 日ま で の 時 点で 、 条例 や 要綱 な ど で パ ー ト ナ ー

シ ッ プ 制 度 や フ ァ ミ リ ー シ ッ プ 制 度 を 導 入 済 み の 自 治 体 数 は 少 な く と も

５ ２ ４ 自治 体 （ 人 口カ バ ー率約 ９ ２ ． ６ ８ ％） と な っ た 。  

さ ら に 、 重 要 な 最 高裁 判 例が ２ つ言 い 渡 さ れ た 。 特例 法生 殖 不能 要 件違

憲最 高 裁大 法 廷決 定（ 甲Ａ ５ ３ ３ ） で は 、 性 同 一性 障 害者 が そ の 性 自認 に

従っ た 法令 上 の 性 別の 取 扱い を 受け る こ と は 、 個 人の 人格 的 存在 と 結び つ

い た 重 要な 法 的利 益で あ る と 判 示さ れ 、 性 自認 や 性的 指向 は 個人 の 人格 的

存在 と 結び つ い た 重要 な 法的利 益で あ り 、 こ れ を 合理 的な 理 由な く 制約 す

る こ と は 憲 法 に 違 反す る こ と が 明確 化さ れ た 。 ま た 、 犯給 法 最高 裁 第３ 小

法廷 判 決で は 、 法 律上 同 性の カ ッ プ ル も 婚 姻を し た 法 律上 異 性の カ ッ プ ル

と 同 様 の 関 係 を 構 築し う る こ と が 示 さ れ た 。  

さ ら に 、 本 件関 連 訴訟 に 関し 、 ２ ０ ２ ４ 年 ３ 月 に 、 札 幌高 等 裁判 所 が 憲

法２ ４ 条及 び １ ４ 条１ 項 に 違反 する 旨の 判 断（ 甲Ａ ６ ０ ３ ） を 、 同 年 １ ０

月に 、 東京 高 等裁 判所 が 、 現 行 の 法 令が 同 性間 の 人的 結合 関 係に つ い て は

婚 姻 の 届 出 に 関 す る 民 法 ７ ３ ９ 条 に 相 当 す る 配 偶 者 と し て の 法 的 身 分 関

係の 形 成に 係 る 規 定を 設 け て い な い こ と は 憲法 １ ４ 条 １ 項 、 ２ ４ 条 ２ 項 に

違反 す る 旨 の 判断（ 甲 Ａ ７ １ ０ ） を 行っ た 。 同 年 １ ２ 月、 ２ ０ ２ ５ 年３ 月

に は 、 福 岡 高等 裁 判所 、 名 古 屋高等 裁判 所、 大 阪高 等 裁判 所 の 判 決 が そ れ

ぞ れ 下 さ れ 、 法律 上同 性 の カ ッ プ ル を 現行 の 法 律 婚制 度か ら 排除 す る 本 件

諸規 定 は 憲 法 ２ ４ 条２ 項 、 １ ４ 条１ 項や１ ３ 条 に 違反 する と の 判 断 が 示 さ

れ た （ 甲Ａ ８ ３ ５ 、 甲 Ａ ９ ２ ２ 、 甲 Ａ ９ ２ ３ ） 。  
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高裁 で 明確 な 違憲 判決 が 出さ れ た こ と に よ り 、 い わ ゆ る 同 性 婚の 法 制化

は 人 権 の 問 題 で あ り 、 本 件及 び 本件 関連訴 訟判 決 で 指 摘さ れ た 違 憲 状態 を

是正 す る 責 任 は 国 会に あ る と い う 認 識は 、 野 党の 立憲民 主党 、 日 本共 産 党、

社 民 党 や 与 党 の 公 明 党 な ど の 所 属 議 員 に よ り 強 く 意 識 さ れ る よ う に な っ

た 。 ま た 、 い わ ゆ る 同 性 婚に は 賛成 し て い な い 自 民党 の 中 で さ え 、 石 破 前

総理 大 臣の よ う な 有力 な 議員が 同趣 旨の 認 識を 公 に す る に 至 っ て い る 。  

こ の よ う な 事 情に 鑑み れ ば、 ど れ だ け 遅 く と も 、 本件 の 口 頭 弁論 終 結ま

で の 一 定の 時 点 、 例え ば 、 東京 高 裁 判決（ 一 次 ） （ 甲 Ａ ７ １ ０ ） の 言 渡 し

時（ ２ ０ ２ ４ 年 １ ０ 月 ３ ０ 日） な ど の 時 点 に お い て 、 国会 に と っ て 本件 憲

法違 反 は 明 白 で あ っ た と い う べ き で あ る 。  

 

第４  Ⓑ長 期 間の 懈怠 要 件の 充 足に つい て  

１  ２ ０ ０ ８ 年  

上記 で 述べ た よ う に 、 ２ ０ ０ ８ 年に は 、 国 会に と っ て 本件 憲 法違 反 は

明白 で あ っ た 。 そ う す る と 、 本 件の 口頭弁 論終 結 日ま で に １ ７ 年 が 経過

し て い る と こ ろ 、 本件 憲 法違 反 を 是正す る た め に 必要 な 措 置 を 講 じ る こ

と は 、 不可 能 で も な け れ ば、 そ れ を 著し く 困難 に さ せ る 事 情 も 本 件 で は

存在 し な い 。 そ れ に も か か わ ら ず、 国会 は 、 本 件憲 法 違反 を 是正 す る た

め に 必 要 な 立 法 措 置 を 何 ら 講 じ ず 、 こ の 問 題 を 放 置 し 続 け た 。 よ っ て 、

Ⓑ長 期 間の 懈 怠要 件が 充 足さ れ る 。  

 

【有償配布 や Web(ホームページ, ブログ, facebook 等)へのアップロード・転載はお止めください】
【リンクはご自由にお貼りください】
東京二次訴訟上告審提出の書面です。
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２  ２ ０ １ ９ 年６ 月、 ２ ０ ２ ３ 年６ 月、 ２ ０ ２ ３ 年６ 月以 降 本件 口 頭弁

論終 結 日ま で の 一 定の 時 点 

仮 に 、 ２ ０ ０ ８ 年 の 時 点 で 国 会 に と っ て 本 件 憲 法 違 反 が 明 白 で あ っ た

と い え ず と も 、 上 記 の と お り 、 ２ ０ １ ９ 年 ６ 月 、 ２ ０ ２ ３ 年 ６ 月 、 ２ ０

２ ３ 年 ６ 月 以 降 本 件 口 頭 弁 論 終 結 日 ま で の 一 定 の 時 点 の い ず れ か の 時

点 に お い て 明 白 で あ っ た 。 ２ ０ １ ９ 年 ６ 月 の 時 点 を 基 準 と し て も ６ 年 程

度の 期 間し か 経過 し て い な い が 、 本 件に お い て 侵 害さ れ る 権 利・ 利 益の 性

質及 び そ の 程 度の 重大 性 、 救 済の 緊 急性 、 立法 技 術上 の 問 題 そ の 他 立法 対

応を 困 難と す る 特 別な 事 情の 不 存在 、 既に ど の 程 度の 準備 期 間が あ っ た の

か 、 ど れ だ け 建設 的か つ 実質 的 な 議 論を 国 会が 続 け て き た か と い っ た 諸 事

情を 考 慮す れ ば、 上記 い ずれ の 時点 を と っ て も 、 Ⓑ長 期間 の 懈怠 要 件が 充

足 さ れ る に 必 要 な 期 間 は 本 件 口 頭 弁 論 終 結 ま で に 経 過 し て い た と 評 価 す

べき で あ る 。  

 

第５  結語  

以上 の と お り 、 申 立人 ら が 主 張 する い ず れ か の 時 点で 、 本件 憲 法違 反 が

国会 に と っ て 明白 と な っ て おり （ Ⓐ 違憲 の 明白 性 の 要 件） 、 ど れ 程 遅 く と

も 本 件 の 口 頭 弁論 終結 日 に おい て は 、 国会 は 必 要 な 立 法措 置 を 合 理 的な 理

由な く 長期 間 懈怠 し て い る と 評 価す る ほ か な い（ Ⓑ長期 間の 懈 怠の 要 件 ） 。

よ っ て 、 本 件 立法 不作 為 は 国 家賠償 法１ 条 １ 項 の 適用 上違 法 で あ り 、 相 手

方国 に 対し 、 国家 賠償 法 １ 条 １ 項に 基づ き 、 申 立 人ら そ れ ぞ れ に つ き 金 １

０ ０ 万 円 及 び こ れ に 対 す る 訴 状 送 達 の 日 か ら 支 払 済 み ま で 平 成 ２ ９ 年 法

律 第 ４ ４ 号 に よ る 改 正 前 の 民 法 所 定 の 年 ５ 分 の 割 合 に よ る 遅 延 損 害 金 の

支払 い を 命 じ る 旨 の 判 決 が 下さ れ な け れ ば な ら な い 。  

以 上  

【有償配布 や Web(ホームページ, ブログ, facebook 等)へのアップロード・転載はお止めください】
【リンクはご自由にお貼りください】
東京二次訴訟上告審提出の書面です。


